
～大な鯖警察か

"や
お知らせ～

令翻颯年理潟4N(潟 》から警察署での

∫ま、-7-後も時までまこお願いします。

【会計課】
○ 落とし物をした方や落とし物を拾つた方の落とし物の受け取り

※ 落とし物をした時や、落とし物を拾つた時の届出に変更は

ありません。
○ 手数料の支払い

【生活安全課】

0申 請・届出(会計課での手数料の支払いが必要なもの)

古物営業J質屋営業口金属くず営業薔風俗営業等・銃砲刀剣類・

火薬類ヨ警備業口探偵業

【交通課】
○ 申請口届出

自動車保管場所田道路使用許可・自動車運転代行業

※ 通行禁止道路通行許可申請、tll限外積載許可申請、駐車

許可申請、駐車禁止除外指定車標章交付申請等は、午後5時
45分まで受け付けます。

○ 交付

自動車保管場所標章

令和3年 嗜月4日 (月 )から上記の手続き|ま、

平関の午前9時から午後5時までの間

まこ変更となります。

なお、講纏ぶこつきましでよ、最寄りの警察署に
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